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病 名 登園のめやす 

麻しん（はしか） 解熱後 3 日を経過してから 

インフルエンザ 

コロナウィルス 

発症後最低 5 日間かつ解熱後 3 日経過してから 

市の HPに出ている登園届にご記入ください。 

市 HP→子育て・教育→出産・子育て→子どもを預ける 

風しん 発しんが消失してから 

水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化してから 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺の膨脹が消失してから 

結核 感染の恐れがない 

咽頭結膜熱（プール熱） 主な症状が消え 2 日経過してから 

流行性角結膜炎 

（はやり目） 

感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失してから 

百日咳 特有の咳が消失し全身状態良好（抗菌薬 7 日間服用後、医師

の指示に従う） 

その他 

（        ） 

 

 

 

*厚生労働省の「保育所における感染症ガイドライン」参照の元、作成 

 

 

 登園のめやす 

溶連菌感染症 抗菌薬内服後 24 時間経過していること 

マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること 

ヘルパンギーナ 発熱・下痢がなく、普段の食事がとれること 

手足口病 発熱や水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

感染性胃腸炎 

(ウィルス性・ノロ・ 

ロタウィルスなど) 

24 時間下痢・嘔吐・発熱がなく、普段の食事がとれること 

伝染性紅斑（りんご病） 全身状態がよいこと 

RSウィルス 呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと 

とびひ 患部が乾燥またはおおえる程度のもの 

突発性発疹 解熱し機嫌良く全身状態が良いこと 

ヒトメタニューモウィル

ス感染症 

重篤な呼吸器症状が消失して、全身状態が良いこと 

アデノウィルス感染症

（アデノ咽頭炎） 

解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと 

＊目の症状（充血・めやに）が出現した場合は、再度医師に 

確認をして頂くこともあります。 

その他 

（         ） 

 

 

登園許可書（医師記入） 

あいわ保育園 園長殿 

           園児氏名                  

 

           病名                    

      月  日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態となったので、

登園可能と認めます。   

  年  月  日 医療機関 

 

医師名              印またはサイン 

 

月 

 

  

登園届（保護者記入） 

あいわ保育園 園長殿 

園児氏名               

 

病名                 

  月   日医療機関             において、症状も回復し、

集団生活に支障がない状態と判断されましたので、登園いたします。 

＊プールの期間、とびひは医師による許可を求める場合があります。 

    年   月   日 

保護者名                   


